
「すさきがすきさ地域振興券」加盟店舗募集要項 

１.事業の趣旨 

すさきがすきさ地域振興券を配布することにより、物価高騰の影響を受けている市民の生活支援及び地域内消費

の喚起による市内事業者の経営を支援し、もって地域の振興を図ることを目的としています。 

 

２.地域振興券の実施概要 

（１）名  称  すさきがすきさ地域振興券 

（２）発 行 者  須崎市 

（３）作 成 数  約１９，５００冊  

         １人あたり１３,０００円（１６枚綴：５００円×６枚、１,０００円×１０枚）  

（４）利用期間  令和８年４月１日（水）～令和８年８月３１日（月） 

（５）配 布 者  ①令和８年２月１日現在須崎市の住民基本台帳に記載のある方 

         ②令和８年４月３０日現在須崎市の住民基本台帳に記載のある方。ただし、①の方を除く。 

（６）配布方法  須崎市元気創造課より対象者の属する世帯主に対して郵送 

（７）利用店舗  須崎市内の小売・サービス・飲食店・旅客輸送業など。 

 

３.地域振興券取扱にあたっての注意事項 

（１）地域振興券は加盟店舗における物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。 

（２）地域振興券の利用対象にならないもの 

○土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払 

○現金との換金、金融機関への預け入れ 

○出資、有価証券の購入、債務の支払い等消費に当たらないものへの支払 

○ビール券、図書券等の商品券、プリペイドカード、官製はがき、切手等の換金性の高いものの購入 

○事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等への支払 

○たばこ事業法（昭和 59 年法律第 68 号）第２条第１項第３号に規定する製造たばこの購入 

○税金、振込手数料、公共料金等（電気、水道料金、通信費等）への支払 

○医療保険や介護保険等の負担金 

（３）地域振興券と現金の交換は禁止しています。 

（４）地域振興券の取引においては、釣り銭を支払うことはできません。 

（５）利用期間を過ぎた地域振興券は受け取らないでください。 

 

４.加盟資格 

（１）須崎市内において、小売業、サービス業、飲食業、旅客輸送業等の事業を営み、かつ店舗・事業所を有する 

事業者。 

（２）「須崎市暴力団排除条例（平成 23 年須崎市条例第１号）」第２条第２号の暴力団等に該当しないこと。（必要が

あれば、確認のため、警察署へ照会を行います） 

 

５.加盟店舗の責務等 次にあげる事項を遵守してください。 

（１）加盟店舗であることがわかるように、見やすい場所に事務局が交付する「すさきがすきさ地域振興券登録事業

所ステッカー」と「ポスター」の両方を掲示してください。 

（２）偽造されたと分かる地域振興券、もしくは他店舗名の押印又は記入済みの地域振興券は、受け取りを拒否して

ください。 

（３）利用者から地域振興券を受け取った場合は、必ず裏面に店舗名と受付年月日を押印又は記入してください。 

 

 ※ 裏面もご確認ください  



６.加盟店舗の申込及び選定 

（１）申し込み方法 

加盟店舗として登録を希望される方は、この「募集要項」に同意のうえ、別添「加盟店舗登録申請書兼誓約書」

に必要事項を記入し裏面の誓約書へも記入押印のうえ須崎市元気創造課へ郵送または持参にてお申し込みく

ださい。なお、大型店・量販店・チェーン店・系列店など須崎市内に複数店舗を持つ事業者については、原則、

各店舗ではなく、会社単位で申し込みをしてください。（須崎市内すべての店舗で利用可能としていただきま

す。）この場合、各店舗分の申請書を提出し、すべての加盟店舗が「募集要項」に同意している必要がありま

す。 

（２）提出期限 

   随時募集（ただし、地域振興券利用期間中に限る。） 

（３）加盟店舗の選定 

   申し込みのあった事業者については、須崎市元気創造課の審査を経て、加盟店舗と承認します。申請に基づ

き登録資格等を確認のうえ、登録された事業者には、ポスター、加盟店舗ご利用の手引き、ステッカー等を

お渡しいたします。 

 

７.換金について 

（１）手続方法 

   ○すさきがすきさ地域振興券換金申出兼請求書（２枚複写）」に必要事項（店舗所在地・店舗名称・代表者氏

名・担当者連絡先・換金申込枚数・請求金額・振込先）を記入し、必ず代表者の印を押印のうえ、店舗で利

用された振興券を添えて、須崎市元気創造課まで提出してください。 

○利用された振興券は、裏面に取扱店舗名と利用日を記載（ゴム印でも可）し、接着剤やホッチキス等で綴ら

ず、１枚ずつ離れた状態でお持ちください。なお、他店の記載がある場合は、換金できません。 

（２）換金入金は、須崎市が指定する日の入金となります。 

（３）換金の手続きは、必ず令和８年９月３０日（水）までに行ってください。なお、これを過ぎての換金はできか

ねますのでご注意ください。 

 

８.その他留意事項 

（１）加盟店舗は、地域振興券を交換、譲渡又は売買することはできません。 

（２）地域振興券を当該加盟店舗に係る事業の取引に利用することはできません。 

（３）利用者等から受け取った地域振興券が盗難、紛失及び滅失したときの損害は、加盟店舗が負うものとします。 

（４）「募集要項」に記載されていない事項などに関しましては、協議を行います。 

（５）加盟店舗情報（店舗名称、住所等）は、地域振興券配布時に一覧を同封（ただし、２月１６日時点で受付をし

た登録事業者のみ掲載）し、須崎市ホームページでも随時掲載をしていきます。 

 

９.加盟店舗の取消等 

「募集要項」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や加盟店舗の承認取消、損害金の発生が生じた場

合はご請求させていただきます。 

 

１０.お申込み及びお問合わせ先 

 〒７８５－８６０１ 須崎市山手町１番７号 須崎市元気創造課 商工外商係 

 受付時間：平日８：３０～１７：１５ ※土・日・祝日は、受付できません。 

Ｔ Ｅ Ｌ：０８８９－４２－３９５１ Ｆ Ａ Ｘ：０８８９－４３－７３２０ 

 Ｅｍａｉｌ：genki@city.susaki.lg.jp 


